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道明地区新産業等用地第二事業区取得事業者募集要項 

道明地区新産業等用地第二事業区（以下「新産業等用地」という。）は、令和４年度から造成

工事を開始し、令和７年度に完了しました。これに伴い、新産業等用地の取得を希望する事業者を

募集します。取得を希望する事業者は、次により応募してください。 

市が応募書類の内容を審査のうえ立地候補者を決定し、市議会の承認を得たのち、正式に土地

売買契約を締結し、土地を売却します。 

 

第１ 取得事業者募集の趣旨 

新産業等用地は、市総合計画が掲げる４つの基本目標のひとつである「人が集い活力を生む

まちづくり」及び市工業振興ビジョンが目指す将来像である「若者が躍動し、新たな価値が創

出される、世界に通じる魅力ある産業が集積する盛岡」の実現に向け、「盛岡市新産業等用地

整備基本計画」に基づき、新たな「ものづくり拠点」として整備するものです。 

新産業等用地に立地する事業者は、産業の新たな拠点形成にふさわしいものとするため、市

が集積を図ろうとしている製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、インターネット附

随サービス業及びこれらに関連する研究開発等を行う事業者とし、応募者から提出された立地

計画、事業計画等を評価するプロポーザル方式により決定、売却するものです。 

 

第２ 新産業等用地の概要 

   売却する新産業等用地の所在地、区画等は次のとおりです。 

（１）所在地 

   盛岡市向中野字東道明14番１ 外 別紙１「位置図」のとおり。 

（２）売却区画、価格等 

区画 ブロック 所在地 地目 面積※ 売却単価 売却価格 

Ｉ ② 向中野字東道明14番１ 外 宅地 8,395.30㎡ 38,400円 322,379,520円 

Ｉ ③ 向中野字東道明14番５ 外 宅地 7,756.94㎡ 38,800円 300,969,272円 

Ｊ ② 津志田６地割17番４ 宅地 5,770.79㎡ 39,600円 228,523,284円 

Ｊ ③ 津志田６地割17番５ 宅地 5,768.86㎡ 39,600円 228,446,856円 

Ｊ ④ 津志田６地割17番６ 宅地 5,996.09㎡ 39,600円 237,445,164円 

  ※ 新産業等用地の各区画の配置等詳細については、別紙２「区画配置図」（以下「配置図」

という。）を御確認ください。 

 

（３）土地、建物規制等（詳細は別紙３-１、３-２「物件調書」参照のこと） 

新産業等用地は、盛岡広域都市計画道明地区地区計画（令和５年盛岡市告示第412号）区域
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内にあり、土地規制等は、次のとおりです。 

ア 用途地域 準工業地域 

イ 建蔽率 60％ 

ウ 容積率 200％ 

エ 地区計画※ 道明地区地区計画区域（建築物等に関する制限の詳細は、市公式ホームペー 

 ジ 

http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/keikaku/toshikei/1009896/1009898.html、 

（広報ＩＤ番号1009898）で御確認をお願いします。） 

   ※ 御提案をいただく施設は、当該地区計画に沿ったものである必要があります。本件プロ

ポーザルにお申込みいただく前に、地区計画を必ず御確認ください。 

  オ 防火地域 準防火地域 

カ 工場立地法（昭和34年法律第24号）に基づく特定工場における緑地面積確保割合 15％ 

  及び環境施設面積確保割合 20％（緑地面積含む） 

※ 盛岡市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1 

項の規定に基づく準則を定める条例適用区域 

キ 水道 盛岡市上水道（引込管口径75ｍｍ） 

※ 上水道引込口径、引込場所等を変更する際の費用は、用地の所有者に御負担いただきま

す。また、使用しない給水装置については、撤去する必要があり、撤去費用は、用地の

所有者に御負担いただきます。 

ク 下水（汚水） 盛岡市下水道 

※ 下水道公共桝の設置場所等を変更する際の費用は、用地の所有者に御負担いただきます。 

ケ 下水（雨水） 

道路側溝及び各区画に設置する雨水浸透桝での処理。 

コ 電力 

  高電圧の電力供給を希望する場合は、電力会社に事前に御確認ください。 

※ 電柱が設置されている又は設置が予定されている区画があります。 

サ ガス 都市ガス使用可 

シ 消火設備 

    区域内に消火栓及び消火栓標識を設置しています。敷地の利用に当たり、消火栓等の撤去

はできません。（設置場所については、別紙４「消火栓等位置図」参照） 

ス 地盤強度 

  市が実施する敷地造成工事は、一般的な木造の２階建て程度の建築物が不等沈下を生じな

い宅盤形成を目途として施工しており、当該土地の一部では、セメント系固化材等を使用し

た地盤改良を行っています。各事業者における建築計画の際には、建築規模に応じた建物基
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礎設計を行う必要がありますので、事前に建築予定位置の地耐力を確認の上、建築設計を実

施してください。計画する建築物の重量や形式等によっては、基礎杭施工又は地盤改良等が

必要となることを御了承ください。 

  市が実施した地盤調査に係るデータを提供することができますので、詳細については事前

に第14の担当部署（以下「事務局」という。）へ御相談ください。 

セ その他 

  区域全域が第４種特別業務地区に定められており、盛岡市特別用途地区建築制限条例によ

り建築物に対する制限があるため御留意ください。 

（４）土地引渡し予定時期 

令和８年度内 

（５）その他 

盛岡市水道事業給水条例（昭和35年盛岡市条例第14号）で定める加入金が別途賦課される場

合があります。 

 

第３ 応募要件 

応募者は、次に掲げる要件のうち（１）又は（２）のいずれかに該当し、かつ、（３）から

（10）までのいずれにも該当する事業者とし、複数の事業者で構成される団体（以下「団

体」という。）が応募する場合は、団体を構成するすべての事業者が当該要件を満たすものと

します。なお、応募者又は団体を構成する事業者が（２）に該当する者である場合は、（２）

の借受事業者についても（３）から（10）までのいずれにも該当する者でなければならない

ものとします。 

（１）新産業等用地を取得し、当該新産業等用地において製造業、ソフトウェア業、情報処理サー

ビス業、インターネット附随サービス業及びこれらに関連する研究開発等を行う事業（以下

「指定事業」という。）を自ら行おうとする者であること。 

（２）新産業等用地を取得し、当該新産業等用地又は当該新産業等用地に建設した建物を、当該新

産業等用地において指定事業を行おうとする１者以上の者に対して有償又は無償により貸付け

をしようとする者（応募する時点において、当該新産業等用地又は当該建物を借り受けて指定

事業を行おうとする者（以下「借受事業者」という。）が特定されている場合に限る。以下

「立地支援事業者」という。）であること。 

（３）取得する新産業等用地（以下「応募土地」という。）において、応募書類に記載されている

事業所等を建設し、取得後５年以内に操業を開始すること（立地支援事業者にあっては、応募

土地において、応募書類に記載されている事業所等を建設し、又は借受事業者に建設させ、取

得後５年以内に借受事業者に操業を開始させることとし、借受事業者にあっては、応募土地に

おいて、応募書類に記載されている事業所等を建設し、又は借り受けて、立地支援事業者が応
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募土地を取得した後５年以内に操業を開始することとする。）。なお、原則として、操業開始

後５年間は、応募書類に記載されている事業以外の用に供することはできません。 

（４）工場立地法その他関係法令を遵守すること。 

（５）応募土地において行う事業が公害防止及び環境保全へ配慮するものであること。 

（６）市税（個人又は法人の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税をいう。以下同じ。）

及び国税（所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）を滞納してい

ないこと。 

（７）民事再生法（平成11年法律第 225号）の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法

（平成14年法律第 154号）の規定による更生手続開始の申立てがない者であること。 

（８）応募土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（平成27年法律第 122号）第２

条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類す

る業の用に供しない者であること。 

（９）応募土地を盛岡市暴力団排除条例（平成27年盛岡市条例第９号）第２条第１号に規定する

暴力団（以下「暴力団」という。）の活動を助成し、又は暴力団の運営に資するおそれがある

ものの用に供しない者であること。 

 (10) 役員等（応募者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支

店若しくは応募する事業者の代表者をいう。）が、盛岡市暴力団排除条例第９条第１項に規

定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）でないこと。 

  

第４ 応募書類 

応募者は、（１）から（５）までに掲げる書類（団体での応募の場合には、（１）から（６）

までに掲げる書類（（２）から（５）までに掲げる書類については、団体を構成する各事業者

がそれぞれ作成したもの））を提出してください。なお、応募者又は団体を構成する事業者が

立地支援事業者である場合にあっては、（７）に掲げる書類を併せて提出してください。 

（１）道明地区新産業等用地取得申込書（様式第１号。以下「取得申込書」という。） 

（２）立地計画書（様式第２号） 

（３）事業計画書（様式第３号） 

（４）立地・事業計画説明書（様式第４号） 

（５）添付書類 

ア 法人登記事項証明書 

イ 決算書（直近３期） 

ウ 取得申込書提出日の直近３か月以内に発行された国税（所得税並びに消費税及び地方消費

税（その３の２）又は法人税並びに消費税及び地方消費税（その３の３）に滞納がないこと

の証明書）及び盛岡市税（市民税、固定資産・都市計画税、軽自動車税）の納税証明書 
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エ 企業概要（会社紹介パンフレット等応募者の事業内容、経歴等が分かるもの） 

オ 応募者役員等名簿（様式第５号） 

※ 提出された名簿に基づき、第３（９）に定める応募要件の該当の有無について盛岡東警

察署長に照会します。 

カ 主な取引先リスト（様式第６号） 

キ その他立地計画書及び事業計画書の記載内容の補足資料 

（６）団体で応募する際の添付書類 

次の書類を提出してください。なお、団体の代表者及び構成する事業者の変更は、原則とし

て認めません。ただし、市がやむを得ないと判断した場合は、変更を認める場合があります。 

ア 団体構成事業者一覧（様式第７号） 

イ 道明地区新産業等用地取得申込に関する承諾書（団体構成事業者用）（様式第８号） 

 ※ 団体を構成するすべての事業者のものを添付してください。 

ウ 団体の代表者、代表権限、意思決定手続等、団体の組織に関する取決めを記載した書類

（様式任意） 

エ 土地取得後における土地等（動産、不動産を含む。）の所有権の設定方法が分かる書類

（様式任意）  

（７）応募者又は団体を構成する事業者が立地支援事業者である場合の添付書類 

  ア 借受事業者に係る（５）に掲げる書類 

  イ 道明地区新産業等用地取得申込に関する承諾書（借受事業者用）（様式第９号） 

 

第５ 応募 

応募は、配置図に示す区画で行ってください。なお、区画Ｉについては、配置図に示す②～

③、区画Ｊについては、配置図に示す②～④を最小単位ブロックとして、１以上のブロックの

組み合わせにより、区画の一部取得を申請することができるため、希望する場は、事前に事務

局に相談してください。ただし、同一の区画について２以上の応募書類を提出すること及び団

体で応募する場合における当該団体の構成員である事業者が単独で当該団体が応募した区画に

応募することはできません。 

また、団体での申請であっても、同一のブロック内に所有者の異なる複数の施設を設置する

ことはできません。 

応募に当たっては、本要項並びに事業所等の建築及び操業に係る関係法令、岩手県及び盛岡

市の関係条例、要綱等による規制及び手続を確認し、立地計画及び事業計画が実現可能な内容

となるよう精査してください。 

（１）応募書類の提出 

応募に当たっては、第４に定める応募書類を事務局に持参又は郵送により７部提出してくだ
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さい。郵送による提出の場合、電話で応募書類到達の確認をお願いします。なお、第４（１）、

（５）ア及びウ、（６）イ並びに（７）イは、原本１部と原本の写し６部を提出してください。

提出書類等の内容について聞取りを行う場合があります。 

（２）応募書類提出後の修正等 

市が応募書類を受理した後の修正は、原則として認めません。ただし、市がやむを得ないと

判断した場合は、修正を認める場合があります。 

（３）事前相談 

応募しようとする事業者は、事前に立地計画や事業計画の大まかな内容等を事務局と相談し

てください。 

（４）その他 

   応募に要する費用は応募者の負担とし、提出された書類は返却しません。 

 

第６ 応募期間 

応募期間は、令和８年４月30日（木）から令和８年９月30日（水）までとします。 

応募書類の提出は、応募期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除き、午前９時から午後５時ま

で（午後０時から午後１時までを除く。）とします。事前相談についても同様です。また、郵

送による提出の場合も、応募期間内必着とします。 

 

第７ 立地候補者の決定方法 

市は、応募者から提出された応募書類の内容及びヒアリングによる聴取内容を総合的に評価

し、立地候補者を決定します。 

（１）評価 

評価は、応募書類の内容について一般評価と加点評価により行います。 

   一般評価及び加点評価に当たっての評価項目は、次のとおりです。 

ア 一般評価項目 

一般評価は、立地計画書等を基に次の項目を評価します。 

ｱ） 敷地面積、事業所等配置の妥当性 

ｲ） 操業開始時期 

ｳ) 環境負荷軽減策の妥当性 

ｴ) 事業計画の妥当性並びに事業の継続性及び発展性 

ｵ)  資金計画の妥当性 

ｶ)  過去の経営状況 

 ｷ) 雇用の創出 

 ｸ) 地域経済への波及効果 
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イ 加点評価項目 

  加点評価は、立地計画書等を基に次の特性等を評価します。 

ｱ)  業種及び事業内容が市として特に集積を図ろうとしている業種又は事業（ヘルステック

事業※1又はリーディング産業※2）であること。 

※１ ヘルステック事業：先端的な技術を活用した医療、介護、健康増進等のための機械器具、医薬品、

ソフトウェア等の製造又は研究開発を行う事業 

※２ リーディング産業：食料品製造業、金属製品製造業及び情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理 

   サービス業が該当) 

 ｲ)  研究開発を行う事業であること。 

ｳ) 盛岡広域８市町の新規学卒者、転職希望者を雇用する計画があること。（雇用者数が

減少する場合は、減点とします。） 

ｴ) 地域未来牽引企業に選定されている又は地域経済牽引事業計画の承認を受けている企

業であること。 

ｵ) 住宅地区等の周辺環境及び美観風致に配慮し、緑化修景に努めること。 

ｶ) 再生可能エネルギーの利用等環境負荷の軽減に積極的に取り組もうとしていること。 

ｷ) 産学官連携、産々連携等又は新製品若しくは新技術開発の実績又は計画（進行中のも

のを含む。）があること。 

ｸ) 工場等の拡充又は規模を拡大して移転することにより事業拡大が図られること又は工

場等の移転により現在の操業場所周辺の環境負荷の軽減が図られること。 

ｹ) 盛岡市内に事業所（営業所等専ら宣伝・販売、メンテナンス等を行うためのものを除

く。）を有しない企業が製造、研究開発のための事業所を新たに設置すること。 

ｺ) 将来性のある独自技術の研究開発、市産業支援施設からの移転その他特に評価すべき

事項があること。 

ウ 各評価項目の配点、評価基準等 

  評価は、応募書類の内容について、ア及びイに掲げる評価項目ごとに採点することにより

行います。 

採点方法は、各評価項目について次表の評価基準により評価し、その評価に応じた係数

を各評価項目の重要度に応じた配点（各評価項目の配点は、評価票をご参照ください。）に

乗じて採点するものとし、その合計点数を評価点とします。 

評価基準及び係数は、次のとおりです。  

評価基準 係数 

Ａ：内容が優れている。 1.0 

Ｂ：内容は標準的であるが、優れている部分がある。 0.7 

Ｃ：内容が標準的である。 0.5 
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Ｄ：内容が劣っている。 0.3 

Ｅ：評価できない。 0 

    ※評価基準Ｂ及びＤの係数については、評価者の裁量で、0.1を加算及び減算することが

できる。 

（２）立地候補者の決定 

（１）の評価結果に基づき、評価者全員の評価点を合計し、その合計した点数（以下「合計

評価点」という。）が最も高い応募者を立地候補者として決定します。ただし、一般評価欄の

評価者全員の合計が満点の１／２未満、又は一般評価の立地計画欄、事業計画欄それぞれの小

計が満点の１／３未満とした評価者が半数を超える場合は、失格とします。なお、評価結果に

対する異議申立ては受け付けませんので、ご了承ください。 

また、立地候補者決定後、立地候補者が未定の区画があり、希望した区画において候補者と

ならなかった応募者（前段ただし書による失格者を除く。）がいる場合は、合計評価点が高い

順に、応募者との間で未定の区画の立地候補者とすることについて協議する場合があります。 

（３） 立地候補者決定の通知 

（１）の評価結果に基づき立地候補者を決定したときは、立地候補者として決定した応募者

にその旨を通知するとともに、市公式ホームページにおいて当該応募者名を公表するものとし

ます。また、売却先として決定されなかった応募者に対しては、その旨を評価結果の概要を付

して通知するものとします。 

 

第８ 立地協定 

（１）立地協定の締結 

市は、立地候補者を決定したときは、当該立地候補者に通知し、市と立地候補者の間で立地

協定（参考書式第２号）を締結します。 

ただし、新産業等用地の売買について市議会の承認を得る必要がない場合など１月以内に第

９の土地売買の手続をすることができる場合は、立地協定の締結を行わないこととします。 

（２）立地協定の失効等 

立地協定締結後、土地売買契約締結までの間に立地候補者が次のいずれかに該当することと

なった場合は、当該立地協定は失効します。なお、この場合において市が立地候補者に対し、

損害賠償を求める場合があります。 

ア 立地候補者が第３に定める応募要件を満たさなくなったと認められるとき。 

イ 応募書類の内容の全部又は一部に虚偽があると認められるとき。 

ウ 立地候補者から立地協定の失効を求められ、市が認めたとき。 

（３）立地協定の存続期間 

立地協定の存続期間は、（２）の立地協定の失効の場合を除き、第９（２）の土地売買契約
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締結日の前日までとします。 

 

第９ 土地売買の手続 

   土地売買の手続は、盛岡市財務規則（昭和46年盛岡市規則第33号）の規定に基づき、次に

より行います。 

（１）買受申込書の提出 

立地協定締結者（立地協定の締結を行わない場合にあっては、立地候補者。）は、売買価格

を了承したときは、買受申込書（様式第11号）を提出してください。申込書の添付書類その

他留意事項等は、別途通知します。 

（２）土地売買契約 

ア 土地売買契約の締結 

市は、立地協定締結者から買受申込書の提出があったときは、当該立地協定締結者との

間で土地売買契約（以下「契約」という。）を締結します。なお、当該土地の売買金額及び

土地面積が盛岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

38年盛岡市条例第15号）第３条に規定する売買金額及び土地面積を超えているため、市議

会の承認を得る必要があります。市議会で承認を得るまでの間、仮契約とし、市議会の承認

をもって本契約とします。 

イ 契約保証金 

買受申込書を提出した立地協定締結者（立地協定の締結を行わない場合にあっては、立

地候補者。以下「買受者」という。）は、契約の締結に当たり、契約金額の 100分の５に相

当する額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額）以上の額の契約

保証金を市に納入してください。契約締結、契約保証金の納入方法その他留意事項等は、別

途通知します。 

契約保証金は、買受者の申出により売買代金の一部に充てることができます。また、契

約保証金は、売買代金の一部に充当した場合を除き、契約の履行後に還付します。なお、契

約保証金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないこととします。 

（３）売買代金の納入 

売買代金は、市が発行する納入通知書により、契約を締結した日の翌日から起算して30日

以内に金融機関窓口等で納入していただきます。なお、納入期限内に売買代金の支払いが行わ

れなかった場合で、かつ、納付することができないと市が認めたときは、契約を解除すること

があります。この場合、納入された契約保証金は市に帰属し、返還されませんので御注意くだ

さい。 

（４）所有権移転 

契約土地の所有権は、買受者が売買代金を完納したことを市が確認した時点で市から買受者
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に移転し、同時に引渡しがあったこととします。また、所有権移転登記は市が行いますが、当

該登記に係る登録免許税は買受者の負担とします。 

 

第10 契約上の特約等 

（１）公序良俗に反する使用の禁止 

  ア 買受者は、応募土地及び応募土地上に建築した建物（以下「売却物件等」という。）を暴

力団、その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗

に反するように使用してはいけません。 

  イ 買受者は、売却物件等を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して上記アの定め

に反する使用をさせてはいけません。 

（２）風俗営業等の禁止 

  ア 買受者は、売却物件等を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和23年法

律第 122号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業

及び同条第13項に規定する接客業務受託営業の用に使用してはいけません。 

  イ 買受者は、売却物件等を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して上記アの定め

に反する使用をさせてはいけません。 

（３）用途指定等の制限 

   買受者は、応募土地において、応募書類に記載されている事業所等を建設し、取得後５年以

内に操業を開始しなければならず（立地支援事業者にあっては、応募土地において、応募書類

に記載されている事業所等を建設し、又は借受事業者に建設させ、取得後５年以内に借受事業

者に操業を開始させることとし、借受事業者にあっては、応募土地において、応募書類に記載

されている事業所等を建設し、又は借り受けて、立地支援事業者が応募土地を取得した後５年

以内に操業を開始することとする。）、操業開始後５年間は、応募書類に記載されている事業

以外の用に供することはできません。また、応募土地取得後から、操業開始後５年経過するま

での期間（以下、「指定期間」という。）内は、応募書類に記載されている事業以外の事業を

行おうとする第三者に対し所有権の移転若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権

利の設定をしてはいけません。 

（４）実地調査 

   上記（１）から（３）について、市が必要と認めるときは実地調査を行い、又は所要の報告

若しくは資料の提出を求めることができるものとし、それに対し買受者は協力しなければいけ

ません。 

（５）契約不適合責任 

物件の引渡しは現状有姿のまま行います。買受者は、応募土地に係る売買契約締結後、応募

土地について契約の内容に適合しないものを発見したとしても履行の追完請求、代金の減額請
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求、損害賠償請求及び契約の解除をすることはできません。 

（６）相隣関係 

   買受者は、自己の責任と費用負担により境界に係る問題をすべて処理するものとします。こ

の場合、買受者は、市に対して損害賠償その他の請求及び異議、苦情の申し立てはできません。 

（７）契約解除 

   市は、契約後において買受者に起因する次に定める事由により契約の全部又は一部を解除す

る場合があります。なお、市は、契約の解除により買受者に生じた損害について、その賠償の

責を負わないものとします。 

  ア 買受者が第３に定める応募要件を満たさなくなったと認められるとき。 

  イ 応募書類の内容の全部又は一部に虚偽があると認められるとき。 

  ウ 役員等（買受者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支

店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。）が、暴力団員等であると認められると

き。 

エ 経営又は運営に暴力団又は暴力団員等が実質的に関与していると認められるとき。 

オ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員等の利用等をしたと認められるとき。 

カ 暴力団又は暴力団員等に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に

暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

キ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

ク 売買代金支払義務など契約に定める義務を履行しないとき。 

（８）買戻特約の設定 

   （１）から（３）の規定に違反した場合又は（７）の契約の解除があった場合、市は無条件

で契約土地を買戻しできることとし、契約締結の日から10年間の買戻特約を設定するととも

に、買受者から買戻特約に関する登記承諾書等の提出を受けて買戻特約の登記手続きを行いま

す。 

   なお、指定期間が経過し、買受者が（１）から（３）の条件に違反した事実がないと市が認

めた場合は、買戻特約を解除します。この場合、買受者の請求により買戻し特約に関する登記

の抹消登記を嘱託するものとし、この登記に要する費用は買受者の負担とします。 

（９）原状回復義務 

市が買戻権を行使する場合は、市が指定する期日までに、契約土地を買受者の負担により原

状に回復して返還するとともに、所有権移転登記に必要な書類を市に提出するものとします。  

なお、所有権移転に係る費用は、買受者の負担とします。また、買受者が原状に回復しない

場合、市が買受者に代わって原状に回復することができるものとし、その費用は、買受者の負

担とします。 
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（10）返還金 

市が買戻権を行使する場合は、収納済みの売買代金を買受者へ利子を付さずに返還するもの

とします。ただし、市が買受者に売買代金を返還する場合において、買受者が（９）の市が買

受者に代わって行った原状回復に要する費用、（11）の違約金又は（12）の損害賠償金を市

に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺することとします。 

また、買戻権が設定された土地を分筆したときは、設定された当初の売買代金を分筆した後

の面積に応じて按分した額を分筆後の各土地の売買代金とします。 

（11）違約金 

上記（１）から（３）の条件に違反した場合又は（７）の契約の解除があった場合、市は指

定期間内に限り、買受者に対し、違約金として売買代金の３割に相当する金銭の支払いを求め

ます。 

また、（４）の条件に違反した場合、市は、指定期間内に限り、違約金として売買代金の１

割に相当する金銭の支払いを求めます。 

（12）損害賠償金 

市は、買受者が土地売買契約に定める義務を履行しないために損害を被った場合、その損害

の賠償を買受者に求めることがあります。 

 

第11 質問等 

本要項に関する質問は、質問票（様式第10号）により、持参、郵送、ファクシミリ又は電

子メールにより事務局あて行ってください。電話等口頭での質問は、受け付けません。また、

持参以外の方法で質問票を提出した場合は、電話で質問票到達の確認をお願いします。なお、

評価に支障をきたす質問及び本要項に関連がないと判断される質問等への回答は、行いません。 

質問のうち、要項の解釈に影響を及ぼすと判断されるものに対する回答は、質問者に回答す

るとともに、質問者名を伏せて市公式ホームページに掲載します。また、市公式ホームページ

で公表した質問に対する回答は、本要項の追加、修正を行ったものとします。 

 

第12 その他 

（１）募集に関する注意事項 

ア 新産業等用地への立入りの禁止 

  新産業等用地に無断で立ち入り、調査等を行うことを禁止します。現地確認等立入りを

希望する場合は、あらかじめ事務局に御連絡ください。 

イ 現地説明会 

希望者を対象に現地説明会を開催します。参加を希望する場合、電話又は電子メールで  

事務局まで申し込んでください。開催日時については、別途ご連絡します。 
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ウ 補足書類 

  応募書類提出後において市の判断で補足書類等の提出を求める場合があります。この場

合、第５（２）（応募書類提出後の修正等）は、適用しません。 

エ 応募書類の取扱い 

  受理した応募書類は、返却しません。 

オ 著作権の取扱い 

応募書類の著作権は、すべて応募者が保有します。ただし、市が市議会、報道機関等へ

の情報提供及び市広報媒体に掲載する際の使用に当たっては、無償で使用できるものとしま

す。 

カ 情報開示 

市に提出した書類は、盛岡市情報公開条例（平成12年盛岡市条例第51号）に定める行政

文書に当たりますので、同条例に基づく情報公開請求により請求者に応募書類の一部を開示

する場合があります。 

（２）第二事業区整備計画図面 

  別紙１ 位置図  

  別紙２ 区画配置図  

  別紙３-１ 物件調書（区画Ｉ） 

  別紙３-２ 物件調書（区画Ｊ） 

  別紙４ 消火栓等位置図 

（３）応募書類等様式 

様式第１号 道明地区新産業等用地取得申込書 

様式第２号 立地計画書 

様式第３号 事業計画書 

様式第４号 立地・事業計画説明書 

様式第５号 応募者役員名簿 

様式第６号 主な取引先リスト 

様式第７号 団体構成事業者一覧 

様式第８号 道明地区新産業等用地取得申込に関する承諾書（団体構成事業者用） 

様式第９号 道明地区新産業等用地取得申込に関する承諾書（借受事業者用） 

様式第10号 質問票 

様式第11号 道明地区新産業等用地買受申込書 

参考書式第１号 評価票 

参考書式第２号 立地協定書 

参考書式第３号 土地売買契約書 
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※１ 参考書式第１号から第３号までは、内容を変更する場合があります。なお、参考書式

第２号立地協定書及び参考書式第３号土地売買契約書の内容を変更する場合は、立地候

補者と協議することとします。 

※２ 市公式ホームページの下記アドレスにワード版の様式を掲載しております。ダウンロ

ードのうえ使用してください。 

https://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/1040279/1040287/doumyou/1056237.html 

市公式ホームページ広報ＩＤ番号 1056237 

（４）参考資料 

   公募に係る参考資料については、市公式ホームページをご覧ください。 

ア 盛岡市総合計画 

http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/keikaku/sogotekiplan/1009760/index.html 

市公式ホームページ広報ＩＤ番号 1009760 

   イ 第二期盛岡市工業振興ビジョン 

     https://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/1026070/kogyo/1042462.html 

市公式ホームページ広報ＩＤ番号 1042462 

   ウ 地区計画     

https://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/keikaku/toshikei/1009896/1009898.html 

     市公式ホームページ広報ＩＤ番号 1009898 

エ 新産業等用地（道明地区）の整備について 

  https://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/1040279/1040287/1008225.html 

  市公式ホームページ広報ＩＤ番号 1008225 

 

第13 スケジュール 

   応募から所有権移転までのスケジュールは、概ね次のとおりです。 

予定時期 内 容 

令和８年４月30日（木） 公募開始、質問の受付開始 

８月31日（月） 質問締切 

  ９月30日（水） 公募締切 

  11月中 候補者評価、立地候補者決定・公表 

11月下旬以降 

買受申込書提出 

土地売買契約締結（契約保証金納付） 

引渡し、所有権移転（土地代金納付） 

※ 新産業等用地の売買について市議会の承認を得る必要があるため、土地代金納付及び所有

権移転は、立地候補者決定後の直近の市議会における承認から１ヶ月後となります。 
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第14 担当部署 

（１）部署名 盛岡市商工労働部新産業拠点形成推進事務局 

（２）住所 〒020-8531 岩手県盛岡市若園町２番18号 

（３）電話 019-613-8341（直通） 

（４）ファックス 019-626-4153 

（５）電子メール sinsangyoukyoten@city.morioka.iwate.jp 


